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『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
投
稿
規
定

１
、〔
投
稿
資
格
〕
本
誌
の
投
稿
資
格
は
、
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研

究
会
会
員
お
よ
び
本
誌
定
期
購
読
者
に
限
ら
れ
ま
す
。
但
し
、

定
期
購
読
者
が
投
稿
す
る
場
合
、
別
途
掲
載
負
担
金
を
お
支
払

い
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
投
稿
原
稿
は
未
発
表
の
も
の
に
限
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

２
、〔
投
稿
要
領
〕

　
　
（
１
）
投
稿
を
希
望
す
る
方
は
、
毎
年
五
月
末
ま
で
に
編
集
委

員
会
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　
　
（
２
）
毎
年
九
月
末
日
必
着
に
て
、
原
則
と
し
て
、
原
稿
を
電

子
メ
ー
ル
に
添
付
し
て
、
編
集
委
員
会
へ
お
送
り
く
だ

さ
い
。

３
、〔
採
否
の
通
知
〕
投
稿
原
稿
は
編
集
委
員
会
ま
た
は
編
集
委
員

会
が
委
託
し
た
会
員
（
複
数
）
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
ま
す
。
審
査

結
果
は
審
査
終
了
後
速
や
か
に
、
投
稿
者
に
通
知
い
た
し
ま
す
。

４
、〔
執
筆
要
領
〕
原
稿
は
、
以
下
の
要
領
に
従
っ
た
完
成
稿
の
形

で
投
稿
し
て
下
さ
い
。
こ
の
要
領
か
ら
外
れ
た
原
稿
も
受
付
け

ま
す
が
、
そ
の
た
め
に
加
算
さ
れ
た
印
刷
費
用
は
執
筆
者
負
担

と
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
図
表
の
数
の
多
さ
に
よ
っ

て
印
刷
費
用
が
上
昇
し
た
場
合
は
、
そ
の
加
算
さ
れ
た
金
額
を

執
筆
者
の
負
担
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
（
１
）原
稿
の
基
準
枚
数
は
、原
則
と
し
て
、論
説
六
〇
枚
程
度
、

研
究
ノ
ー
ト
四
〇
枚
程
度
、
批
評
と
紹
介
三
〇
枚
程
度

と
い
た
し
ま
す
（
い
ず
れ
も
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙

換
算
）。 

但
し
編
集
委
員
会
の
判
断
に
よ
っ
て
は
こ
の

限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
（
２
）
原
稿
は
、
縦
書
き
を
原
則
と
し
ま
す
。

　
　
（
３
）
註
は
末
尾
に
一
括
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
（
４
）
図
表
類
は
、
そ
の
ま
ま
版
下
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

を
添
え
て
下
さ
い
。

　
　
（
５
）
執
筆
者
氏
名
の
「
よ
み
が
な
」
と
「
所
属
・
職
名
」、

な
ら
び
に
「
英
文
著
者
名
」
と
「
英
文
タ
イ
ト
ル
」
を

添
え
て
下
さ
い
。

５
、〔
抜
刷
の
無
料
進
呈
〕
採
用
原
稿
の
執
筆
者
に
は
、
抜
刷
五
〇

部
を
無
料
進
呈
し
ま
す
。
な
お
原
稿
料
は
お
支
払
い
い
た
し
ま

せ
ん
。

６
、〔
掲
載
負
担
金
〕
定
期
購
読
者
が
原
稿
を
掲
載
す
る
際
に
は
、

そ
の
号
に
限
っ
て
会
員
同
様
の
財
政
負
担
（
現
在
五
〇
〇
〇
円
）

を
お
願
い
し
ま
す
。

７
、〔
掲
載
記
事
の
電
子
的
公
開
に
つ
い
て
〕
本
誌
掲
載
記
事
の
著

作
者
は
、
著
作
権
を
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
会
に
譲
渡
す
る

こ
と
に
同
意
す
る
も
の
と
い
た
し
ま
す
。
な
お
著
作
権
法
第
二

一
条
著
作
権
の
複
製
権
（
記
事
の
電
子
化
や
そ
の
デ
ー
タ
の
保

存
に
関
す
る
権
利
）
と
同
第
二
三
条
の
公
衆
送
信
権
（
電
子
化

を
行
っ
た
記
事
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ｯ
ト
を
通
じ
て
不
特
定
多
数
の

利
用
者
へ
公
開
す
る
権
利
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
使
を
本
研

究
会
に
委
託
す
る
も
の
と
い
た
し
ま
す
。
た
だ
し
、
著
作
者
が

研
究
・
教
育
等
の
非
営
利
目
的
の
為
に
会
誌
掲
載
の
記
事
を
転

載
・
引
用
す
る
こ
と
は
妨
げ
ま
せ
ん
。
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名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
会
会
則

第
一
条　

本
会
は
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
会
と
称
す
る
。

第
二
条　

本
会
は
会
員
の
研
究
の
向
上
を
図
り
そ
の
成
果
を
ひ
ろ
く
内
外
の
学
界
に
発
表
し
て
東

洋
史
学
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条　

本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う
。

　
　

１
、
会
誌
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
の
発
刊

　
　

２
、
研
究
会
・
討
論
会
お
よ
び
講
演
会
の
開
催

　
　

３
、
そ
の
他

第
四
条　

本
会
は
本
会
の
目
的
に
賛
同
し
所
定
の
会
費
を
納
入
す
る
も
の
を
会
員
と
す
る
。

第
五
条　

本
会
に
は
次
の
役
員
を
お
く
。
任
期
は
一
年
、
監
査
委
員
を
除
き
再
任
を
妨
げ
な
い
。

　
　

１
、
代
表　

一
名　

東
洋
史
研
究
室
の
代
表
者
が
当
た
り
、
本
会
を
代
表
す
る
。

　
　

２
、
運
営
委
員　

五
名
以
内　

運
営
委
員
会
を
組
織
し
、
本
会
の
運
営
に
あ
た
る
。

　
　

３
、
監
査
委
員　

一
名　

本
会
の
会
計
を
監
査
す
る
。

第
六
条　

総
会
は
毎
年
一
回
代
表
が
招
集
し
、
旧
年
度
活
動
報
告
の
承
認
・
重
要
案
件
の
議
決
・

新
年
度
活
動
方
針
の
承
認
な
ど
を
行
い
、
委
員
を
選
出
す
る
。

第
七
条　

本
会
の
運
営
は
総
会
で
決
め
ら
れ
た
方
針
に
基
づ
き
運
営
委
員
が
行
う
。
運
営
委
員
会

に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
。

第
八
条　

運
営
委
員
会
は
、本
会
の
運
営
を
円
滑
に
す
る
た
め
、限
定
さ
れ
た
範
囲
内
で
の
業
務
を
、

運
営
委
員
会
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
協
力
者
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条　

本
会
の
運
営
に
必
要
な
経
費
は
原
則
と
し
て
会
費
お
よ
び
会
誌
収
入
に
よ
っ
て
ま
か
な
う
。

第
十
条　

本
会
の
会
計
年
度
は
、
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

第
十
一
条　

本
会
の
会
費
は
年
額
五
〇
〇
〇
円
と
す
る
。
但
し
学
生
（
正
規
学
生
）
は
三
〇
〇
〇

円
と
す
る
。

第
一
二
条　

本
会
の
事
務
局
は
名
古
屋
大
学
文
学
部
東
洋
史
研
究
室
に
置
く
。

　
　
（
付
則
）
本
会
則
は
一
九
七
六
年
十
一
月
一
日
よ
り
施
行　

二
〇
一
九
年
四
月
二
十
七
日
改
正


